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「立野ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」を

公表しました。 
 

国土交通省九州地方整備局では、立野ダム建設事業の検証に係る検討を進め、「立野

ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」（以下「検討の場」という。）に

おける検討を踏まえ、「立野ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」（以下、

「報告書（素案）」という。）を作成し、学識経験を有する者等及び関係住民からの意

見聴取を実施しました。 

また、これらの意見を踏まえた「立野ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）

案」（以下、「報告書（原案）案」という。）を作成し、「検討の場」の構成員へ報告

するとともにホームページにて広く一般に公表しておりますので、お知らせします。 
 

 

■学識経験を有する者等及び関係住民からの意見聴取結果 

  学識経験を有する者等及び関係住民からの意見を聴く場等の概要については、別紙－１を参照く

ださい。 

なお、学識経験を有する者等及び関係住民から頂いたご意見と、ご意見に対する検討主体の考え

方については、報告書（原案）案に記載してホームページに掲載しておりますので参照ください。 

 

■今後の予定 

今回作成した「報告書（原案）案」について、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施

要領細目」に基づき、関係地方公共団体の長からご意見を頂きます。 

  意見聴取対象：「立野ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」 

意見聴取相手：熊本県知事（関係地方公共団体の長） 

 

■資料の閲覧又は資料の入手方法については、【別添】を参照ください。 

 

 

問い合わせ先 
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【別添】 

 

「報告書（原案）案」等の入手方法について 
 

 

 

 

１）「報告書（原案）案」の資料閲覧または入手の方法 

 

「立野ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」は以下の方法で閲覧または入手していた

だくことができます。 

 

○インターネットによる閲覧または資料入手 

・インターネットによる閲覧または資料入手をされる場合は、国土交通省九州地方整備局のホー

ムページをご覧下さい。 

 

＜九州地方整備局＞ 

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-kawa/kensyo/02-tateno/genan_an(tateno)/genan_an.html

 

 

２）参考 

○立野ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場 

これまでの「立野ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の開催状況につきまし

ては、以下のアドレスからご参照ください。 

 

＜九州地方整備局＞ 

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-kawa/kensyo/02-tateno/kensyo-tateno.html
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